
第２５回新型コロナウイルス感染症対策本部会議要旨（速報） 

○実施日時／令和２年１１月６日 １３時５０分～１４時２０分 

○発言要旨 

議事 発言 

次第１「本市の医

療体制について」 

※ 資料に基づき、健康福祉局から説明を行った。 

【本部長】 

・季節性のインフルエンザは、全国的にも流行は見られないということか。 

【健康福祉局】 

・そのように聞いている。 

次第２「市内経済

の状況及び税収へ

の影響について」 

※ 資料に基づき、経済労働局から説明を行った。 

次第３「川崎市緊

急経済対策の改定

について」 

※ 資料に基づき、財政局から説明を行った。 

次第４「各局区の

取組について」 

※ 資料に基づき、事務局から説明を行った。 

【病院局長】 

・多摩病院の状況だが、１０月２８日以降、職員・患者合わせて２７名の感染が

確認されている。病院全体として、救急受け入れ及び新規入院患者の受け入れを

当面中止し、外来も縮小して対応している。 

【本部長】 

・１０月３０日から新規の入院患者受け入れ当面中止ということだが、いつまで

か。 

【病院局長】 

・具体的には決まっていない。様子を見ながら対応する。 

【本部長】 

・外来も縮小しているが影響はあるか。 

【病院局長】 

・不要不急の受診を控えていただくとともに、予約についても先延ばしできるも

のは延ばしてもらっている。 

その他 【総務企画局】

・職員の年末年始について、総務省から年末年始の休日に加えて、その前後でま

とまった休暇を取得することを奨励するよう通知があった。本市においても

業務に支障のない範囲で取り組んでほしい。改めて通知する。

【本部長】

・市民サービスに支障のない範囲で、職員が年休の取得を促進できるよう、年末

年始の業務体制について、今から準備をお願いする。

以上 


